
年 月 日

松島町長　殿

電話番号 （　　　　　）

電話番号 （　　　　　）

〈ご注意〉

１．この届出書による共有代表者の変更は、提出された日の翌年度の納税通知書からの

取扱いになります。

２．共有の固定資産については、持分に関係なく共有者全員が連帯納税義務を負うこと

とされています。（地方税法第10条の2）
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下記の者を共有代表者としましたので、届出いたします。
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